
芸術文化人材データベース活用奨励金フローチャート 

 

 

 

 

対象事業期間：2025年 6月 1日～2026年 3月 10日 

申請者 事業団 データベース登録者 

    

※留意事項 

・「芸術文化人材データベース」登録者への連絡・依頼等については、すべて当事者間で直接行っていただきます。 

・「芸術文化人材データベース」上にあるコンタクトフォームを介さない依頼は奨励金の支給対象にはなりません。 

・登録者へご連絡する場合、事前に登録者の演奏や作品等をご覧になることをお勧めします。 

・データベースの記載内容は本人からの申告に基づいて登録しておりますので、事業団では一切の責任を負いかね

ます。 
 

支給申請書提出 
（事業開始 30日以前） 

 

依頼を承諾 

（マッチング） 

 

 

支給申請書受領 

 

 審査、決定 

 

 決定通知書送付 

 

 

実績報告書 

兼請求書提出 
（事業終了後 30日以内または

3月 15日のいずれか早い日） 

 

 

 

謝礼受取 

 

事業団 HP 

「芸術文化人材 

データベース」の 

コンタクト 

フォームで依頼 ※ 

データベース登録者 

と直接連絡 

 

) 

 

偽り、不正があった場合 

 

 

v 

取消・返還書送付 

 

 

奨励金返還 

 

 

奨励金支払 
（受取から 30 日以内） 

パフォーマンス 等 

 

 

奨励金受取 

 

 

１～２週間を目途に決定、送付 

１～２週間を目途に送付 

実績報告書 

兼請求書受領 

 

決定通知書受取 

 

 

事業実施 

 

 

変更または中止した場合 

 

 

v 

事業計画変更届 

 

 

事業計画変更届受領 

 

 

 

決定取消通知書送付 

 

 

決定取消通知書受取 

https://www.fukui-culture.or.jp/business_introduction/creat_culture/database/performer/
https://www.fukui-culture.or.jp/business_introduction/creat_culture/database/performer/

